
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

四

九

号

公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
不
信
と
情
報
公
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
不
信
と
情
報
公
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
基
本
で
あ
る
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
不
信
と
不
安
は
、
い
ま
や
年
を
追
っ
て

拡
大
す
る
ば
か
り
と
言
っ
て
い
い
。
本
来
、
国
民
が
安
心
し
て
老
後
を
託
す
べ
き
当
制
度
が
、
こ
の
よ
う
に
不
信
に
満
ち
た
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
背
景
に
は
、
開
示
さ
れ
る
べ
き
必
要
な
情
報
が
十
分
に
公
開
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
国
民
の
監
視

の
目
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
ズ
サ
ン
な
制
度
運
営
を
行
っ
て
き
た
厚
生
労
働
省
年
金
局
の
無
責
任
な
行
政
姿
勢
に
起
因
す
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。

次
期
公
的
年
金
制
度
の
改
正
を
前
に
、
こ
れ
以
上
の
年
金
不
信
を
招
か
な
い
た
め
に
も
、
制
度
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、

国
民
の
納
得
で
き
る
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

国
民
に
と
っ
て
、
不
可
欠
な
公
的
年
金
制
度
を
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
制
度
の
実
情
を
中
心
に
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
会
提
出
年
金
関
係
資
料
の
改
竄
行
為
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
、
大
規
模
年
金
保
養
基
地
の
運
営
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
厚
生
省
（
当
時
）
に
資
料
請
求
し
、
同
省
が
提

出
し
て
き
た
『
営
業
請
負
契
約
書
』
は
、
契
約
金
額
等
が
ホ
ワ
イ
ト
で
消
さ
れ
る
な
ど
、
重
要
な
事
実
が
隠
蔽
さ
れ
た
改
竄

資
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
平
成
十
三
年
十
一
月
七
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
に
お
い
て
辻
哲
夫
厚
生
労
働

一



省
年
金
局
長
（
当
時
）
も
認
め
て
い
る
。
国
会
審
議
を
妨
害
す
る
こ
の
よ
う
な
資
料
改
竄
は
誰
の
指
示
に
も
と
づ
き
、
ど
の

よ
う
な
意
図
で
行
っ
た
の
か
。
事
実
関
係
を
詳
細
に
調
査
し
た
う
え
で
、
答
弁
さ
れ
た
い
。

二

厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金
の
保
険
料
徴
収
業
務
等
に
つ
い
て

（
�
）

厚
生
年
金
、
国
民
年
金
に
お
け
る
、
過
去
二
十
年
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
徴
収
決
定
済
額
、
収
納
済
額
、
不
能
欠
損
額

を
年
度
別
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
年
金
保
険
料
徴
収
率
ア
ッ
プ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
対
応
策
に
つ
い

て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

昭
和
四
十
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
（
平
成
十
四
年
度
に
限
り
数
字
は
予
算
ベ
ー
ス
で
よ
い
）
ま
で
の
、
厚
生
年

金
及
び
国
民
年
金
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
費
に
つ
い
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
拠
出
額
と
特
別
会
計
か
ら
の
拠
出
額
を
、

年
度
別
、
会
計
別
、
歳
出
科
目
別
に
分
類
し
、
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

国
民
年
金
の
被
保
険
者
数
に
占
め
る
年
金
保
険
料
未
納
者
そ
し
て
年
金
未
加
入
者
と
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
の
分

類
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
、
不
在
被
保
険
者
数
そ
し
て
拒
否
者
数
は
、
年
金
保
険
料
未
納
者
ま
た
は
年
金
未
加
入
者

に
含
ま
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
が
含
ま
れ
る
場
合
も
、
含
ま
れ
な
い
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数
を
、
昭
和
四
十
年
度

か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
、
年
度
別
に
分
類
し
答
弁
さ
れ
た
い
。

二



（
�
）

国
民
年
金
業
務
が
地
方
か
ら
国
に
移
管
さ
れ
て
以
降
の
、
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
作
成
業
者
、
納
付
書
発
送
業

者
、
保
険
料
未
納
者
に
対
す
る
督
促
電
話
を
請
負
う
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
名
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
結
ば
れ

て
い
る
契
約
の
形
態
、
年
度
別
の
契
約
金
額
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

前
記
民
間
事
業
者
に
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
を
委
託
す
る
、
個
人
情
報
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
の
法
律

根
拠
は
何
か
、
答
弁
さ
れ
た
い
。

三

年
金
積
立
金
に
よ
る
運
用
・
施
設
・
融
資
事
業
等
に
つ
い
て

（
�
）

資
金
確
保
事
業
と
年
金
財
源
強
化
事
業
に
お
け
る
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
、
運
用
機
関
別

運
用
手
数
料
及
び
収
益
率
に
つ
い
て
年
度
別
、
事
業
別
、
運
用
機
関
別
ご
と
に
実
績
値
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
四
年
ま
で
に
年
金
保
険
料
か
ら
拠
出
さ
れ
た
、
大
規
模
年
金
保
養
基
地
の
施
設
整
備

費
、
不
動
産
購
入
費
、
不
動
産
取
得
税
、
特
別
土
地
保
有
税
（
取
得
分
、
保
有
分
）
、
固
定
資
産
税
、
森
林
維
持
管

理
費
を
各
年
度
別
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
れ
ま
で
に
施
設
を
解
体
し
た
大
規
模
年
金
保
養
基
地
名
と
そ
の
解
体
費
用
及
び
財
源
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た

い
。

三



（
�
）

平
成
十
四
年
以
降
、
解
体
を
予
定
し
て
い
る
大
規
模
年
金
保
養
基
地
名
と
そ
の
解
体
費
用
及
び
財
源
に
つ
い
て
答

弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

平
成
十
四
年
以
降
、
譲
渡
を
予
定
し
て
い
る
大
規
模
年
金
保
養
基
地
名
と
そ
の
譲
渡
予
定
価
格
に
つ
い
て
答
弁
さ

れ
た
い
。

（
�
）

旧
年
金
福
祉
事
業
団
法
第
十
八
条
第
五
項
に
あ
る
「
被
保
険
者
の
福
祉
の
増
進
に
必
要
な
業
務
を
行
う
法
人
で
政

令
で
定
め
る
も
の
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
法
人
か
。
具
体
的
な
法
人
名
を
あ
げ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

年
金
福
祉
事
業
団
貸
付
業
務
方
法
書
に
よ
っ
て
、
「
療
養
施
設
等
の
設
置
又
は
整
備
に
要
す
る
資
金
の
貸
付
け
」

が
な
さ
れ
て
い
る
指
定
法
人
と
は
、
誰
の
指
定
に
よ
る
、
ど
の
よ
う
な
法
人
か
。
具
体
的
な
法
人
名
を
あ
げ
て
答
弁

さ
れ
た
い
。

（
�
）

被
保
険
者
住
宅
資
金
の
融
資
業
務
に
お
け
る
、
平
成
十
年
度
末
以
降
平
成
十
四
年
度
末
ま
で
の
年
度
別
融
資
残

高
、
融
資
件
数
を
転
貸
民
法
法
人
別
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

同
融
資
業
務
に
お
け
る
、
平
成
十
年
度
末
以
降
平
成
十
四
年
度
末
ま
で
の
年
度
別
延
滞
残
高
、
延
滞
件
数
、
延
滞

率
を
六
ヵ
月
未
満
延
滞
と
六
ヵ
月
超
延
滞
に
わ
け
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

四



（
��
）

前
記
業
務
に
お
い
て
、
六
ヵ
月
超
延
滞
物
件
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
回
収
策
を
と
っ
て
い
る
の
か
。
各
年
度
別

の
回
収
率
と
と
も
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

四

厚
生
（
労
働
）
省
年
金
局
・
社
会
保
険
庁
関
係
者
の
天
下
り
・
渡
り
鳥
に
関
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

（
�
）

厚
生
（
労
働
）
省
年
金
局
や
社
会
保
険
庁
、
社
会
保
険
庁
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
・
各
社
会
保
険
事
務
所
の
出

身
者
で
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
認
可
の
公
益
法
人
に
天
下
り
・
渡
り
鳥
を
し
て
い
る
全
会
長
・
理
事
長
、
全
理

事
、
全
監
事
、
全
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
官
職
と
そ
の
ひ
と
つ
前
の
官
職
を
、
過
去
十
年
間
さ
か
の
ぼ
り
各
個
別

に
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

前
記
の
公
益
法
人
に
お
け
る
天
下
り
・
渡
り
鳥
を
し
た
全
会
長
・
理
事
長
、
全
理
事
、
全
監
事
、
全
職
員
の
退
官

時
退
職
金
額
、
現
在
の
法
人
で
の
月
額
報
酬
と
年
間
報
酬
を
過
去
十
年
間
さ
か
の
ぼ
り
各
個
別
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

ま
た
各
法
人
の
退
職
金
規
定
（
退
職
金
計
算
式
）
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ま
た
天
下
り
・
渡
り
鳥
を
し
て
退
職
し
た
厚
生
（
労
働
）
省
・
社
会
保
険
庁
Ｏ
Ｂ
の
受
給
し
て
い
る
年
金
支
給
額

を
過
去
十
年
間
さ
か
の
ぼ
り
各
個
別
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


